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令和７年５月14日 神奈川県環境農政局環境部資源循環推進課

行政情報
１ 神奈川県循環型社会づくり計画について

２ 県のプラごみ対策について

３ プラスチック資源循環法に基づく排出事業者の努力
義務について

４ 食品ロス対策について

５ 最近の国の動き

６ その他（県からのお知らせ）

令和７年度 廃棄物自主管理事業説明会

１ 神奈川県循環型社会づくり計画について
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（１）神奈川県循環型社会づくり計画の改定（令和６年３月）

１ 神奈川県循環型社会づくり計画について

「神奈川県循環型社会づくり計画」
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の減量その他その適正な処理に関

する計画 ⇒ 2023（令和５）年度に全面的な改定

他の計画
との関係

１ 神奈川県循環型社会づくり計画について

【改定計画の概要】

○ 計画期間 ： 2024（令和６）年度から2030（令和12）年度まで
の７年間

○ 基本理念（本県の目指す姿） ： 廃棄物ゼロ社会

目標１ 2030年度の生活系ごみ１人１日当たりの排出量：608ｇ／人・日

目標２ 2030年度の産業廃棄物の排出量 ：1,826万トン

目標３ 2030年度の一般廃棄物の再生利用率 ：28％

目標４ 2030年度の産業廃棄物の最終処分量 ：263千トン

目標５ 不法投棄等残存量 ：前年度より減少

【計画目標】
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２ 県のプラごみ対策について

（１）県内のプラごみの現状

（２）「神奈川県プラスチック資源循環推進等計

画」について

（３）各種取組について

（１）県内のプラごみの現状（事業系 その１）

② 再生利用率は67%で向上の余地あり

２ 県のプラごみ対策について

①

②

① 製造業、建設業で排出量全体の７割近くを占める
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① ①

①多量排出業者の有効利用率は、全体の再生利用率（小規模事業者も含む）より高い

２ 県のプラごみ対策について

（１）県内のプラごみの現状（事業系 その２ 多量排出事業者）

【県プラスチック資源循環推進等計画の進捗状況】
産業廃棄物
（多量排出事業者が排出する廃プラスチック類に係る項目）

※プラごみゼロ宣言目標年（2030年度）の目標
産業廃棄物（廃プラスチック類）の有効利用率：100％

２ 県のプラごみ対策について

（１）県内のプラごみの現状（計画の進捗状況）

県HP：神奈川県プラスチック資源循環推進等計画の進行管理
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〇平成30年９月・・・「かながわプラごみゼロ宣言」
⇒2030までのできるだけ早期に、リサイクルされ
ない、廃棄されるプラごみゼロを目指す

〇令和２年３月･･･「かながわプラごみゼロ宣言
アクションプログラム」（具体の行動計画）を策定
⇒化石資源を原料としたプラの資源循環は、

温暖化対策の観点からも重要性が認識
計画期間： R2.3～R5.3

２ 県のプラごみ対策について

（２）「プラスチック資源循環推進等計画」の策定（令和５年３月）

計画期間： R5.4～R10.3

〇令和５年３月･･･「神奈川県プラスチック資源循環
推進等計画」を策定
⇒プラスチックの資源循環をより一層推進するため

〇「かながわプラごみゼロ宣言」
の実現を目指す

〇県、市町村、県民、事業者が相
互に連携しながら、
「プラスチックの３Ｒ＋
Renewable」 の取組を進める

〇取組においては、排出抑制を最
優先、そのうえで再使用、再生
利用を進める

〇再生利用が困難なプラごみを、
やむを得ず焼却する場合には、
熱回収により有効利用する。

２ 県のプラごみ対策について

（２）「プラスチック資源循環推進等計画」における基本的な方針

●事業者の役割
・プラスチックの使用の合理化に努める
・関係法令に基づき適正処理し、再資源化等に努める。
・製造・販売事業者等は自主回収・再資源化に取り組む。

＜推進方策の体系＞
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〇 平成21年から「神奈川県レジ袋削減実行委員会」により、市町村、事業者、
消費者団体等と連携し、レジ袋削減に取り組んできた。

〇 2020年７月に 「神奈川県ワンウェイプラ削減実行委員会」に改組。各構成
員が連携・協力し、ワンウェイプラの削減・代替製品への転換等によるプラご
みの削減を推進

構成員（令和７年３月末現在）

【取組事例】
〇ストローの配付中止、バイオマス

素材への転換等
〇トレイのバイオマス素材化、回収

リサイクル等
〇発泡スチロールの削減
〇スプーン、フォーク等の素材変更

等

企業等 商店街 団体等 自治体 計

構成員数 59 19 43 33 154

２ 県のプラごみ対策について

（３）各種取組 ①神奈川県ワンウェイプラ削減実行委員会

【募集対象】 次の要件を満たす企業・団体・学校
①「かながわプラごみゼロ宣言」の趣旨に賛同し、

プラごみゼロに向けた取組みをしている、又は
実行する

②神奈川県内で、事業活動を行っている

【募集期間】 随時募集中

プラごみゼロに向けた取組の輪を広め、その取組を広く紹介するため、プラごみ
ゼロ宣言賛同企業等を募集

令和７年３月末現在の登録数
･･･2,231者(企業2,094、団体125、学校12)

取組内容掲示用ステッカー

２ 県のプラごみ対策について

（３）各種取組 ②プラごみゼロ宣言賛同企業等

応募はこちらから （e-kanagawa電子申請が使えるようになりました！）
⇒ https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=86692
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【課題】
・適切な分別の実施

・リサイクルボックスへの異物の混入防止

・消費者の協力、排出者の積極的な取組

・水平リサイクルに対応できる廃棄物処

理業者の情報へのアクセス

ペットボトルは、分別回収しやすく、ボトルからボトルへの「水平リサイクル」が
可能。 この取組は、資源循環と温室効果ガスの削減の双方に資するもの

オフィス等 ⇒ 分別の向上の取組

屋外自販機等 ⇒ 異物混入防止の取組
※回収物の３割以上を異物が占めることがあり、

リサイクルの阻害要因となっている

２ 県のプラごみ対策について

（３）各種取組 ③ペットボトルの水平リサイクル（ＢtoＢ）の推進

【ペットボトル水平リサイクル対応産業廃棄物処理業者について】
水平リサイクルに対応可能な処理業者の情報をホームページに掲載。

県HP「ペットボトル水平リサイクル対
応産業廃棄物処理業者について」
https://www.pref.kanagawa.jp/docs
/p3k/sdgs/index.html#btob

15社の情報を掲載中

【主な配信内容】
・クリーン活動の開催情報
・イベント（フォーラムや展示等）の開催情報
・企業等と連携したプラスチック削減の取組

事例
・プラスチックごみ削減に関する最新動向

皆さまのご利用をお待ちしております。従業員の
方々への周知についても、ご協力をお願いします。

・IDで検索
LINEアプリ「ホーム」の検索窓で、LINE ID
を検索してください。
@kanagawa-gomizero
・QRコードから

２ 県のプラごみ対策について

（３）各種取組 ④LINE公式アカウント「かながわプラごみゼロ情報」
LINE公式アカウントを2022年３月～開始



令和７年度神奈川県廃棄物自主管理事業説明会資料

無断複写・転載を禁じます

8

２ 県のプラごみ対策について

（３）各種取組 ⑤オンラインフォーラム

動画はこちらから⇒動画はこちらから⇒

３ プラスチック資源循環法に基づく排出事業者

の努力義務について

（１）「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に

ついて

（２）排出事業者の「判断基準」の概要
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３ プラスチック資源循環法に基づく排出事業者の努力義務について

（１）「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」について
・令和３年６月公布、令和４年４月施行
・製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体

における、プラスチック資源循環等の取組（３Ｒ＋Renewable）を促進する
ための措置を講ずる。

【排出事業者の努力義務】
プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者は、「判断基準」に
基づき、積極的に排出の抑制・再資源化等に取り組む。（法４条、法44～4条）

国の特設ウェブサイトでダウンロード可能
https://plastic-circulation.env.go.jp/

【判断基準とは？】
プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出抑制及び再資源化等を促進

するために取り組むべき措置

※「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資
源化等の促進に関する判断の基準の手引き（2022.3）」参照（全43ページ）

・３Ｒの優先順位に従うこと (発生抑制>(再使用)>再生利用>熱回収>その他)
・適切に分別して排出すること

①排出抑制・再資源化等の実施の原則

②排出の抑制に当たって講ずる措置

③再資源化等に当たって講ずる措置

３ プラスチック資源循環法に基づく排出事業者の努力義務について

（２）排出事業者の「判断基準」の概要 ①～⑨

・再生プラスチックやバイオマスプラスチックの活用、端材の発生抑制
・流通・販売過程での包装材の簡素化や紙素材への転換
・プラスチック使用製品の長期間使用、過剰な使用の抑制、部品の薄肉化

など

・リチウムイオン電池を含む機器やガスライター等の混入防止
・熱回収を行う場合は固形燃料化を行うなど効率の高い熱回収の実施

【参考】環境省HP「廃棄物熱回収設置者認定制度」で認定業者の熱回収率を公開
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・「多量排出事業者※」は、排出抑制・再資源化等の目標を定め、計画的な取
組を進めるとともに、

・毎年度、前年度のプラスチック使用製品廃棄物等の排出量と、目標の達成
状況をHP等で公表するよう努めること
※多量排出事業者：排出事業者のうち、前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の

排出量が250トン以上である排出事業者（排出量の計算は事業者単位）

④多量排出事業者の目標の設定・情報の公表等

＜国の手引きに記載された公表内容の例＞

３ プラスチック資源循環法に基づく排出事業者の努力義務について

（２）排出事業者の「判断基準」の概要

・再資源化等を委託する者に、分別状況、含有する可能性のある物質、プラ
スチックの種類（PE,PP,PVC等）など必要な情報を提供すること

・毎年度、前年度のプラスチック使用製品廃棄物等の排出量と、排出の抑制・
再資源化の状況をHP等で公表するよう努めること

⑤排出事業者の情報の提供

⑥フランチャイズにおける本部事業者と加盟社の連携・協力（略）

⑦従業員への教育訓練

・プラスチック製品の過剰な使用の抑制、分別排出等の教育訓練を行うこと

⑧実施状況の把握・管理体制の整備

・排出量削減、再資源化の状況を把握し、記録すること
・事業所毎に責任者の選任その他管理体制の整備を行うこと

⑨関係者との連携

・関係者との連携、必要に応じた取引先への協力要請 等

３ プラスチック資源循環法に基づく排出事業者の努力義務について

（２）排出事業者の「判断基準」の概要
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プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者は、主務大臣が定める
排出事業者の判断基準に基づき、積極的に排出の抑制・再資源化等に取り組
むことが求められる。

３ プラスチック資源循環法に基づく排出事業者の努力義務について

※１ 対象から除かれる「小規模企業者等」の要件
・従業員の数が20人以下の、商業・サービス業以外の業種を行う個人・会社・組合等
・従業員の数が５人以下の、商業又はサービス業に属する事業を行う個人・会社・組合等

（２）排出事業者の「判断基準」の概要

４ 食品ロス対策について

（１）「神奈川県食品ロス削減計画」

（２）てまえどり、食べきり、持ち帰り 等

（３）フードバンク・フードドライブについて
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〇食料廃棄の削減は、SDGsのターゲットの１つ

〇世界では８億人が飢餓・栄養不足の状態

日本の食料自給率は37% (2020)

⇒食料資源の過剰利用の抑制は喫緊の課題

〇食品生産、流通、廃棄の各過程でCO2が排出

⇒温暖化防止の面からも食品ロスの削減が必要

国は、令和元年に「食品ロス削減推進法」施行
・・・2000年度比で2030年度までに、食品ロス量を半減させる目標を掲げ、

国民運動として食品ロス削減を推進

法に基づく都道府県の食品ロス削減計画として、
「神奈川県食品ロス削減推進計画」を策定

３ 食品ロス対策について

（１）「神奈川県食品ロス削減推進計画」（令和４年３月策定）

神奈川県食品ロス削減推進計画に係る目標の達成状況（家庭系）

３ 食品ロス対策について

（１）「神奈川県食品ロス削減推進計画」
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神奈川県食品ロス削減推進計画に係る目標の達成状況（事業系）

全ての県民、事業者が自分事として食品ロスの削減に取り組む必要がある

３ 食品ロス対策について

（１）「神奈川県食品ロス削減推進計画」

県内のコンビニ・スーパーと連携して
キャンペーンを実施中

３ 食品ロス対策について

（２）てまえどり、食べきり、持ち帰り等

外食時、みんなでおいしく｢食べきり｣作戦

外食時には、
①適量注文
②食べきりの声かけ
③最後に作ろう食べ

きりタイム
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「フードドライブ活動」とは・・・

学校や職場、グループ等、様々な機関・団体が拠点となり未利用食品を集
め、集まった食品をフードバンク団体や福祉施設等に寄付する活動

⇒ 県内では、食品ロスの削減だけでなく、生活困窮者等への支援として、
NPOや市町村等を中心にフードドライブ活動が行われている。

※ 冷凍・冷蔵食品のフードドライブ（フローズンネットワーク）について
･･･県内の中核的フードバンクと県が連携し、食品会社から寄附された冷凍・冷
蔵のロス食品を、食品配布拠点を通じて、県内の子ども食堂等に提供

「フードバンク活動」とは・・・

食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ
無料で提供する活動

⇒ 「食品ロスの削減」と、「生活に困っている人への支援」という２つの
意義があり、

「誰一人取り残さない社会」の実現というSDGｓの理念にもつながる

３ 食品ロス対策について

（３）フードバンク・フードドライブについて

５ 最近の国の動き

（１）第五次循環型社会形成推進基本計画

（２）資源循環の促進のための再資源化事業

等の高度化に関する法律（高度化法）
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５ 最近の国の動き

（１）「第五次循環型社会形成推進基本計画」（Ｒ６年８月２日）

～ 循環経済を国家戦略に ～

・持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済
（サーキュラーエコノミー：ＣＥ）への移行を推進することが鍵

環境省HP：第五次循環型社会形成推進基本計画（パンフレット）より

環境省HP：資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の概要 より

５ 最近の国の動き
（２）資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する

法律（高度化法）について（R6年３月閣議決定、R6.5月公布）
・処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況の報告・公表
・高度化に係る認定制度の創設（手続きの特例を設ける）
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その他（県からのお知らせ）

（１）排出事業者責任について

（２）低濃度PCB補助制度

（３）実態調査について

事業者は、自動活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処

理しなければならない。

①廃棄物の分別（産業廃棄物と一般廃棄物）
品目ごとに正しく分別すること

②処理業者との契約
許可業者と事前に書面で契約すること。（収集運搬､処分業者それぞれ契約）

③マニフェストの交付
廃棄物の種類ごと、搬出先ごとに交付すること

※処理責任は排出事業者にあり、排出事業者は、処理の状況に関する確認を行い、
最終処分が終了するまでの一連の処理が適正に行われるために必要な措置を講ず
るよう努めなければならない。（法12条７項）

おわりに（県からのお知らせ）

（１）排出事業者責任について
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低濃度PCB廃棄物は、令和９年３月31日までに適正処理されなければなら

なりません。Ｒ７年４月から助成制度ができました。

おわりに（県からのお知らせ）

（２）低濃度ＰＣＢの補助制度について（Ｒ７年４月～）

おわりに（県からのお知らせ）

（３）神奈川県産業廃棄物総合実態調査について

【目的】
県内の廃棄物の発生及び処理状況等を把握し、廃棄物行政

の施策の検討に資するとともに神奈川県循環型社会づくり計画
の策定等に活用すること

【これまでの実施年度】
昭和56年度以降合計８回（Ｓ63年度、Ｈ６年度、H11年度、
H16年度、H19年度、H22年度、R２年度）

※今年度、調査を実施します！
業種によっては全数又は標本抽出により、調査を行いますの

で、ご協力をお願いします。
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ご清聴、ありがとうございました。


